
 

小牧市告示第３０号  

 

 小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例（平成２０年小牧市条例第

３８号。以下「条例」という。）第９条及び第１０条第１項の規定により、

放置された自転車等を次のとおり撤去し、保管した。  

 

令和８年３月１９日  

 

 

小牧市長  天  野  正  基       

 

 

１  撤去した場所、撤去した年月日及び撤去した自転車等の特徴  

  別紙のとおり  

２  保管する期間  

  撤去した日から令和８年５月１９日まで  

３  保管及び返還を行う場所  

  小牧駅自転車等保管庫（小牧市中央一丁目４８２番地）  

４  返還を受ける方法  

  小牧市役所都市政策部都市整備課において、放置自転車等返還申請書

を提出し、及び当該保管自転車等の利用者等であることを証明するもの

を提示する。  

５  保管する期間経過後の措置  

  条例第１０条第３項の規定により廃棄等の処分をする。  

 


